
要介護認定制度の
見直しについて

資 料

全日本民主医療機関連合会
東京都文京区湯島２－４－４ 平和と労働センター７Ｆ

TEL 03-5842-6451 FAX 03-5842-6460
http://www.min-iren.gr.jp/



認定調査（８２項目）
特記事項

一次判定

調

査

結

果

中
間
評
価
得
点

樹

形

図

介護認定審査会

二次判定

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

２５分未満非該当

７０分～９０分未満要介護３

１１０分以上要介護５

９０分～１１０分未満要介護４

５０分～７０分未満要介護２

３２分～５０分未満要介護１相当

２５分～３２分未満要支援１

基準時間

非該当

コンピュータ処理

認定審査会資料
要介護１相当の振り分け

“動ける“認知症の取り扱い

★ 現行の流れ

合議

介護の手間
の推計

７群

主治医意見書

認定調査（７４項目）
特記事項
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図

介護認定審査会

二次判定

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

２５分未満非該当

７０分～９０分未満要介護３

１１０分以上要介護５

９０分～１１０分未満要介護４

５０分～７０分未満要介護２

３２分～５０分未満要介護１相当

２５分～３２分未満要支援１

基準時間

非該当

コンピュータ処理

認定審査会資料
要介護１相当の振り分け

“動ける“認知症の取り扱い

★ 改定後

合議

介護の手間
の推計

５群

主治医意見書

コンピュータ処理化

統計指標など削減

項目数削減 調査基準改定



調査項目の再編

除外日中の生活１４第１０群

除外指示への反応１３第６群

除外電話の利用１２第５群

除外環境等の変化１１第１０群

〇除外飲水１０

〇除外皮膚疾患９

〇除外じょくそう８第４群

〇除外拘縮（足関節）７

〇除外拘縮（肘関節）６第１群②

① 以外の項目

〇除外異食行動５

〇除外不潔行為４

〇除外暴言・暴行３

〇除外幻視・幻聴２

〇除外火の不始末１第７群

〇落ち着きなし９

〇大声を出す８

〇同じ話をする７

簡単な食事の調理６〇感情が不安定６

買い物の介助５〇作話５

集団への参加４〇ものや衣類を壊す４

話がまとまらない会話３〇収集癖３

他を考えない勝手な行動２〇一人で出たがる２

独り言、独り笑いの有無１〇外出して戻れない１第７群①

周辺状況（問題
行動）に関する
項目

新項目（追加）主治医意見書で代替可第６回検討会の結果除外対象項目（当初）

（現行） ８２項目
（除外）－１４項目
（追加）＋ ６項目

計：７４項目

※ 完全に除外

認定調査

判断基準の見直し

現行基準（０６年版）新基準（０９年版）

日頃の状況を総合的に勘
案して判断

実際に行ってもらった状況
で選択

実際に行ってもらった状況と、
本人・介護者等から聞き取り
した状況が異なる場合

介護、見守り等なしで自分
でできる場合が該当

実際に介助が行われてい
ない場合もふくまれる

介助なし（自立）の選択基準

「評価軸」の見直し

寝返り、起きあがり
座位保持、歩行

えん下、短期記憶、等

能力

移乗、食事摂取
排尿、洗顔、整髪
薬の内服、買物、等

介助の方法

麻痺、拘縮、徘徊
外出すると戻れない
作話、大声を出す、等

有無

「判断」から

「選択」へ

現行基準（０６年版）新基準（０９年版）

より頻回な状況を総合的に勘
案して「判断」する

一定期間（調査日から概ね１
週間）の状況で「選択」する

認定調査



支障ある場合は該
当する

支障は評価しない実際に行う場合拘縮の有無１群

何かにつかまれば
できる

つかまらないでで
きる

自分の体につか
まると立ち上が
り可

立ち上がり１群

何かにつかまれば
できる

つかまらないでで
きる

自分の体につか
まると歩行可

歩行１群

何かに支えがあれ
ばできる

支え無しでできる自分の体につか
まると保持可

両足立位保持１群

端座位で１０分間程
度が目安

座り方は問わず、
１分間程度が目安

座位状態の保持
時間

座位の保持１群

支障ある場合は該
当する

支障は評価しない実際に行う場合麻痺等の有無１群

現行基準新基準対象者の状態等認定調査項目

認定調査項目ごとの判定基準（比較）認定調査

認定調査項目ごとの判定基準（比較）

全介助介助なし（自立）習慣・施設の方針
等で通常行ってい
ない場合

口腔清掃・洗顔２群

介助にふくむ介助にふくまない食べやすくするた
めの介助

移動２群

支障の有無で判断
する

物忘れで何らかの
行動が起こっている

（定義）ひどい物忘れ４群

全介助介助なし（自立）投薬を受けていな
い場合

薬の内服５群

類似行為を勘案介助なし（自立）頭髪がない等で必
要がない場合

整髪２群

全介助介助なし（自立）中心静脈栄養の
みの場合

食事摂取２群

全介助介助なし（自立）重度の状態で移
乗・移動の機会が
全くない場合

移乗２群

現行基準新基準対象者の状態等認定調査項目

認定調査



麻痺等の有無

「危険がないと考えられれば、調査対象者本人に実際に行っても ら
う等、調査者が調査時 に確認を行う」 （認定調査員テキスト２００９）

確認の方法（実際に行ってもらう）

拘縮の有無

※ 関節の動く範囲の確認
※ 上肢

※ 下肢 リスクはないのか？

認定調査

各樹形図の最小・最大推計時間（比較）

改定後改定前
樹形図

230.2分10.6分244.1分11.3分合計

37.2分1.0分31.9分3.3分医療関連行為

15.4分0.5分16.7分0.4分機能訓練関連行為

21.2分5.8分20.3分0.1分
問題行動関連行為
→ 認知症の行動・心理症状関

連行為

11.3分0.4分21.1分1.1分間接生活介助

24.3分1.2分32.2分4.2分清潔保持

21.4分0.4分29.5分1.0分移動

28.0分0.2分32.2分0.5分排泄

71.4分1.1分60.1分0.7分食事直
接
生
活
介
助

最大時間最小時間最大時間最小時間

一次判定



要介護１相当

要介護１ 要支援２ 要介護１ 要支援２

要介護１ 要支援２

一次判定

二次判定

一次判定

二次判定

「要介護１相当の振り分け

現 行 新方式

★ 二次判定に委ねずに、コンピュータで処理をする方式に変更

① 認知症の有無
② 状態の不安定性

認知症自立度評価ロジック、判別分析

一次判定

「運動機能の低下していない認知症」の取り扱い

介護認定審査会資料

★ 介護認定審査会に委ねずに

一次判定（コンピュータ）で
処理する方式に変更

※介護状態区分の中間点の差を加算する

一次判定



現行版

廃止

廃止

廃止

廃止

「レ点」欄

レーダーチャート

全国データに基づく
「統計指標」等を廃止

一次判定の妥当性を判断する材料が
大幅に削除された

改定版

要介護度変更の指標

日常生活自立度の組み合わ
せによる介護度分布

介護認定審査会資料の見直し二次判定

全
市
町
村
で
実
施

新方式によるモデル事業（第二次）実施

１６２６市町村から、３０，８１７件の結果報告

２００８年８月～９月



31.2%

18.7%

27.5%

22.9%

22.1%

18.7%

20.1%

54.0%

70.6%

51.5%

66.8%

58.8%

60.3%

67.0%

81.3%

63.2%

46.0%

25.6%

17.3%

14.5%

13.7%

16.8%

10.9%

16.7%

3.8%

非該当

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

全　　体

軽度に判定 一致 重度に判定

市町村モデル調査（二次判定）による介護度の変化２割が軽度に

厚労省 「現在と異なる結果になるのは当然。差異はありうる範囲と考える」

変更率の比較

２２．００％１３．３０％重度変更

７．８０％５．００％軽度変更

２９．８０％１８．３０％変更率

現行版モデル事業


